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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年10月28日(2010.10.28)

【公表番号】特表2010-513858(P2010-513858A)
【公表日】平成22年4月30日(2010.4.30)
【年通号数】公開・登録公報2010-017
【出願番号】特願2009-540900(P2009-540900)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/72     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/52     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/493    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/78     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/72    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  33/52    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  33/493   　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  21/78    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月9日(2010.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査サンプル中のビリルビン及びウルビリノーゲンのうち少なくとも一方の存在または
量を検出するための診断検査キットであって、
　ラテラルフローアッセイデバイスを含み、該ラテラルフローアッセイデバイスが、
　　ビリルビンまたはウルビリノーゲンと反応して検出信号を生成することができる指示
試薬が固定される検出ゾーンを画定するクロマトグラフィー媒体と、
　　前記クロマトグラフィー媒体を通過した後に前記検査サンプルを受容する吸収性材料
を含むことを特徴とする診断検査キット。
【請求項２】
　前記指示試薬が、ジアゾニウム塩またはその誘導体であるか、あるいはエールリッヒ試
薬またはその誘導体であることを特徴とする請求項１の診断検査キット。
【請求項３】
　前記指示試薬が、高分子部分及び反応性部分を含み、
　前記高分子部分が、ポリマーまたは粒子から形成されていることを特徴とする請求項１
または請求項２の診断検査キット。
【請求項４】
　前記指示試薬が優先的にビリルビンと反応して前記検出信号を生成することを特徴とす
る請求項１ないし請求項３のいずれかの診断検査キット。
【請求項５】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが第２の検出ゾーンをさらに含み、前記第２の検
出ゾーン内には第２の指示試薬が固定され、
　前記第２の指示試薬が、優先的にウルビリノーゲンと反応して第２の検出信号を生成す
ることを特徴とする請求項４の診断検査キット。
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【請求項６】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、前記第１の検出ゾーンの下流かつ前記第２の
検出ゾーンの上流にある第２の試薬ゾーンをさらに含むことを特徴とする請求項５の診断
検査キット。
【請求項７】
　ビリルビンまたはウルビリノーゲンを含む疑いがある体液を受容するための吸収性物品
であって、
　実質的に液不透過性の層と、
　液透過性の層と、
　前記実質的に液不透過性の層と前記液透過性の層との間に位置する吸収性コアと、
　前記物品に組み込まれかつ前記物品の着用者から体液が供給されたときに該体液と流体
連通するように配置されているラテラルフローアッセイデバイスとを含み、
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、第１の検出ゾーンを画定するクロマトグラフ
ィー媒体を含み、前記第１の検出ゾーンが、第１の指示試薬を含み、前記第１の検出ゾー
ンが、前記体液中のビリルビン及びウルビリノーゲンのうち少なくとも一方の存在または
量を示す信号を呈するように構成されていることを特徴とする吸収性物品。
【請求項８】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、十分な量の前記体液が前記ラテラルフローア
ッセイデバイスによって受容されたかどうかを示すためのコントロールゾーンを含むこと
を特徴とする請求項７の吸収性物品。
【請求項９】
　前記吸収性物品が、前記検出ゾーン、前記コントロールゾーン、またはその両方が観察
可能であるような窓を画定することを特徴とする請求項７または請求項８の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、前記吸収性コアの少なくとも一部分から構成
されるサンプル塗布ゾーンをさらに含むことを特徴とする請求項７ないし請求項９のいず
れかの吸収性物品。
【請求項１１】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、前記実質的に液不透過性の層と前記吸収性コ
アとの間に位置することを特徴とする請求項７ないし請求項１０のいずれかの吸収性物品
。
【請求項１２】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、前記液透過性の層と前記吸収性コアとの間に
位置することを特徴とする請求項７ないし請求項１０のいずれかの吸収性物品。
【請求項１３】
　前記第１の指示試薬が、ジアゾニウムイオンまたはその誘導体であるか、あるいはエー
ルリッヒ試薬またはその誘導体であることを特徴とする請求項７ないし請求項１２のいず
れかの吸収性物品。
【請求項１４】
　前記第１の指示試薬が、高分子部分及び反応性部分を含むことを特徴とする請求項７な
いし請求項１３のいずれかの吸収性物品。
【請求項１５】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスが、拡散的に固定された酸性緩衝液をさらに含む
ことを特徴とする請求項７ないし請求項１４のいずれかの吸収性物品。
【請求項１６】
　前記ラテラルフローデバイスが、第２の検出ゾーンをさらに含み、前記第２の検出ゾー
ンが第２の指示試薬を含み、
　前記検出ゾーンが、前記体液中のビリルビンの存在または量を示す信号を呈するように
構成され、
　前記第２の検出ゾーンが、前記体液中のウルビリノーゲンの存在または量を示す信号を
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呈するように構成されていることを特徴とする請求項７ないし請求項１５のいずれかの吸
収性物品。
【請求項１７】
　前記吸収性物品がオムツであることを特徴とする請求項７ないし請求項１６のいずれか
の吸収性物品。
【請求項１８】
　体液中のビリルビン及びウルビリノーゲンのうち少なくとも一方の存在または量を検出
する方法であって、
　ラテラルフローアッセイデバイスを提供するステップを含み、前記ラテラルフローアッ
セイデバイスが、第１の検出ゾーンを画定するクロマトグラフィー媒体を含み、前記第１
の検出ゾーンが、該第１の検出ゾーン内に固定された第１の指示試薬を含み、前記第１の
検出ゾーンが、前記体液中のビリルビンまたはウルビリノーゲンの存在または量を示す視
覚的な検出信号を与えるように構成されており、
　前記ラテラルフローアッセイデバイスを前記体液と接触させるステップと、
　前記検出ゾーンに前記視覚的な検出信号が見られるかどうかを観察するステップとを含
むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記視覚的な検出信号が観察された後に、前記ビリルビンまたはウルビリノーゲンを定
量的または半定量的に検査するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１８の方法
。
【請求項２０】
　前記体液が尿であることを特徴とする請求項１８または請求項１９の方法。
【請求項２１】
　前記ラテラルフローアッセイデバイスがコントロールゾーンを含み、前記コントロール
ゾーンが、十分な量の前記体液が受容されたか否かを示す視覚的な制御信号を与えるよう
に構成されていることを特徴とする請求項１８ないし請求項２０のいずれかの方法。
【請求項２２】
　前記体液を酸性緩衝液と混合するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１８な
いし請求項２１のいずれかの方法。
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